
 

 

 

 

 

津市ごみ一時集積所設置等事業補助金 

申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

津市環境部環境事業課 

 



 

ごみ一時集積所設置等事業補助金制度とは 

 家庭ごみ一時集積所を清潔に維持管理する自治会活動を支援するため、自治会が行う

ごみ一時集積所の設置又は改修等の工事に要する費用を一部補助するものです。 

ただし、当該年度予算で定める範囲内での交付となりますので、お早めにご相談くだ

さい。 

 

※次のいずれかに該当するときは、交付の対象となりませんのでご注意ください。 

①交付決定前に着工（集積庫や資材の購入を含む）したとき。 

②事業が当該年度内に完了しないとき。 

③過去に当該補助金交付を受けた場合、その設置又は改修等の工事完了日から１０年

（交付を受けた工事の補助対象経費（既製品を購入する場合は１基あたりの費用）の額

が１０万円未満の場合は５年）を経過していないとき。 

 

１ 補助制度内容 

①対象となる集積所 

自治会が設置し、管理する集積所（管理面及び衛生面を考慮した耐久構造の建物又 

は構築物（折り畳み式のものも含む。）であって、家庭系ごみの収容容積の確保ができ 

るもの）。 

 

②対象工事 

  事業費の額が１件（１か所）当たり１万円以上の「集積所の設置」又は「既設集積

所の改修・修繕・増設」。 

 

③対象経費 

 

１ 集積所本体の費用 

 事業者に発注する場合 

・集積所本体を製作・改修・修繕する場合の費用 

・既製品の集積所本体を購入し、事業者が設置工事を実施する場合の 

費用（送料・組立費・集積所本体の機能を向上させるための部材の購入に係る 

費用を含む。） 

自治会が自ら設置・施工する場合 

・集積所本体を製作・改修・修繕する場合の費用 

・既製品の集積所本体を購入し、自治会が設置工事をする場合の費用（送料・ 

集積所本体の機能を向上させるための部材の購入に係る費用を含む。） 

   ※集積所本体の機能を向上させるための部材の購入に係る費用……カラス被害

防止用パネル、鍵、掲示物等 



 

 

２ 集積所本体の取付けに係る費用（取付けの工賃（事業者へ発注する場合に限る。）、

アンカーボルト、チェーン、重り、ブロック、グレーチング・鋼板等） 

 

３ 集積所本体の取付けに必要な架台等工事に係る費用（架台工事、土間コンクリ

ート工事等） 

 

４ 集積所本体の維持管理に必要な電気・給排水設備等工事に係る費用 

 

５ 設置等工事に伴う既設集積所の撤去及び処分に係る費用 

 

 【補足】 

対象外経費の例→ネット置きのためのネット・自治会員への人件費・アパートの 

管理会社が支払ったもの等自治会から支出されていないもの 

 

④補助金交付額の算出 

１件（１か所）当たりの工事の対象経費に１/３を乗じて算出した金額のうち、 

１，０００円未満の端数を切り捨てた額が交付額です。 

 ただし、算出した金額が、集積所本体の容積に応じて定められた交付限度額を超え

る場合は、次ページのとおり算出します。なお、交付限度額の算出方法は、「集積所本

体を製作（改修・修繕）する場合」と「既製品の集積所本体を購入する場合」によっ

て、異なります。 



 

 

　　　　　　　

□既製品
□製作
□既製品
□製作

 　　　20.0㎥以上　　　　　　　　　　 400,000円 300,000円 100,000円

交付申請額算出シート ※算出の際は、ご利用ください

（a）の内、
「既製品本体、送料、組立費、集積所本体の機能向上の為の部材の費用」
円　×　1/3　＝　（エ）　　　　　　　　 円

下表（B-1）

（a）の内、
「その他の費用」　　　　　　　　　　円　×　1/3　＝　（オ）　　　　　　　　円 下表（B-2）

計算式３
　（エ）、（オ）が、限度額限以下の場合、次の式で算出する（カ）が交付申請額となる。
（エ）　＋　（オ）　＝　（カ）　　　　　　　 円（1,000円未満切捨て）
　

　（エ）、（オ）の両方又はどちらかが限度額以上の場合、限度額以上の額を限度額へ置換えて次の
式で算出する（カ）が交付申請額となる。（エ）又は限度額＋（オ）又は限度額＝（カ）

        　　　　     　＋　   　　　　         　＝　（カ）　　　　          円（1,000円未満切捨て）
　

　【例】 容積が1.0㎥の場合で（エ）70,000、（オ）50,000の時
　（限度額）60,000　＋　（オ）50,000　＝　（カ）110,000円

交付申請額

　
（ウ）　　　　　　　　　円 　（ア）か（イ）のいずれか低い額 　 （1,000円未満切捨て）

　集積所本体を購入する場合（既製品の購入）で、（ア）の額が（イ）の額を上回る場合において、本
体購入に係る費用のほかにその他の費用がある場合については、以下に進む。
　その他の場合は、記入終了。

算出その２
「計算式２」にて、（エ）、（オ）を算出し、限度額確認箇所にて限度額を確認し、「計算式３」へ進む。

10.0㎥以上15.0㎥未満 300,000円 200,000円 100,000円

15.0㎥以上20.0㎥未満 350,000円 250,000円 100,000円

6.0㎥以上8.0㎥未満 260,000円 160,000円 100,000円

8.0㎥以上10.0㎥未満 280,000円 180,000円 100,000円

3.0㎥以上4.0㎥未満 220,000円 120,000円 100,000円

4.0㎥以上6.0㎥未満 240,000円 140,000円 100,000円

1.5㎥以上2.0㎥未満 160,000円 80,000円 80,000円

2.0㎥以上3.0㎥未満 200,000円 100,000円 100,000円

1.0㎥未満 80,000円 40,000円 40,000円

1.0㎥以上1.5㎥未満 120,000円 60,000円 60,000円

交付申請額

算出その１
計算式１

（a）　×　1/3　＝　（ア）　　　　　　　　　円

交付限度額 工事の種類

計算式２ 限度額確認箇所

集積所本体の収容容積

交付限度額

（A）　集積所本体を製作
　　　（改修・修繕）する場

合の限度額

集積所本体を購入する場合

　（B-1）　購入に係る費用に
　   対する限度額

（B-2）　その他の費用に対す
る限度額

限度額確認箇所

（イ）　　　　　　　　　円

□新設(買換含む)
下表（B-1）
下表（A）

□増設
下表（B-1）
下表（A）

□改修（修繕） 下表（A）

集積所本体の
収容容積

　間口　（ｍ）　×　 　奥行　（ｍ）　×　　高さ　（ｍ）　＝　収容容積（㎥）
※「高さ」にあたる値が複数ある場合（前後で高さが異なる場合等）は、１番大きな値を使って計算する

　　　　　（ｍ）　×　　　　　　（ｍ）　×　 　　　　　（ｍ）　＝　　　　　　　（㎥）

見積金額
（補助対象外経費

を除く）

① 円（税込）

② 円（税込）

③ 円（税込）

事業費（a） ①　＋　②　＋　③　＝　(a)       　　　　　     円



 

２ 交付申請先 

津地域 

環境事業課 片田田中町１３４２－１（津市リサイクルセンター内） 

📞２３７－５３１１ 

  環境政策課（本庁）でもお預かり可能ですが、環境事業課にて審査後に、書類の訂 

正が必要となる場合があります。 

 

津地域以外 

久居総合支所地域振興課 久居新町３００６番地（ポルタひさい内） 

              📞２５５－８８４３ 

   

河芸総合支所地域振興課 河芸町浜田８０８ 

   📞２４４－１７０６ 

   

芸濃総合支所地域振興課 芸濃町椋本６１４１－１ 

   📞２６６－２５１６ 

   

美里総合支所地域振興課 美里町三郷４８－１ 

              📞２７９－８１１９ 

   

安濃総合支所地域振興課 安濃町東観音寺４８３ 

              📞２６８－５５１７ 

   

香良洲総合支所地域振興課 香良洲町１８７８ 

   📞２９２－４３０８ 

   

一志総合支所地域振興課 一志町田尻５９３－２ 

              📞２９３－３００８ 

   

白山総合支所地域振興課 白山町川口８９２ 

              📞２６２－７０３２ 

   

美杉総合支所地域振興課 美杉町八知５５８０－２ 

              📞２７２－８０８５ 

  

 

 

 



 

３ 交付申請期限 

  集積所本体の工事に着手する日の前日までです。 

  ただし、交付決定前に事業着手（集積庫や資材の購入を含みます。）した場合は補助

の対象外です。（４ 補助金交付までの流れを参照） 

 

 

 

４ 補助金交付までの流れ 

 

 

 



 

５ 提出書類について 

①事前相談 

 集積所の工事が、「新設」・「移設」・「収集品目の変更」にあたる場合は、設置場所の

地図・設置予定の集積所の本体図面（カタログ）をご準備のうえ、環境事業課又は各

総合支所地域振興課へご相談ください。 

  

 

②申請 

 事業着手（本体や資材の購入を含む）前に申請が必要です。申請書は、環境事業課・

環境政策課・各総合支所地域振興課にてお渡しします。 

提出書類 

⑴ 補助金交付申請書（第１号様式） 

⑵ 見積書……自治会宛に発行され工事費用の内訳が確認できるもの【別紙１参照】 

⑶ 見取図……工事予定箇所をマーカー等で示した地図 

⑷ 現況写真……工事予定箇所の現況写真 

⑸ 集積所本体図面……形状、寸法、材質が分かるもの（既製品の場合はカタログ

も可） 

⑹ 集積所用地の権利者の承諾書……自治会が、集積所を設置・使用することにつ

いて承諾されたことが分かる書面（公用地の場合は、道路占用許可書等が必要です。

許可書に番地の記載がなく、別添図面のとおりとされている場合は、当該図面も必

要です。） 

⑺ その他市長が必要と認める書類……市から指示のある場合のみ必要です。 

 

申請書には、申請に係る集積所の利用世帯数をご記入いただく欄がありますので、

事前にお調べください。 

 

※交付決定後に、申請内容の変更が生じる場合は、必ず事業着手（集積庫や資材の購

入を含みます。）前に、事業計画変更承認申請書及び変更内容を確認できる添付書類を

提出してください。提出後に発行される交付決定変更通知書を受けとってから事業着

手しなければ補助金交付対象外となります。 

 

 

   

 

③実績報告 

 設置等工事完了後、工事を完了した日から３０日後または補助金の交付の対象とな

る年度の３月３１日のいずれか早い日までに事業実績報告書等を提出してください。 

 事業実績報告書は交付決定通知書と共にお渡しいたします。 

 提出書類 



 

⑴ 事業実績報告書（第 6 号様式） 

⑵ 工事完成後の集積所写真 

⑶ 領収書（工事に要する経費を支払ったことを証する書類）【別紙２、3 参照】 

   ※領収書に内訳が書かれていない場合は、併せて、内訳が記載された請求書が必

要です。また、金融機関へ口座振込で支払ったために領収書がない場合は、振

込先と金額がわかるもの（振込受付書やキャッシュサービスご利用明細票等）

と、内訳が記載された請求書が必要です。 

⑷ その他市長が必要と認める書類……市から指示のある場合のみ必要です。 

  

※期日までに実績報告書と添付書類が提出されなければ、交付決定済みであっても補

助金交付対象外となります。 

 

 

 

 

④請求 

 交付確定通知書が市から発行された後、補助金の振込先口座等をご記入いただいた

請求書等をご提出いただきます。 

提出書類 

⑴請求書 

⑵通帳のコピー（振込先金融機関の支店名・口座番号・口座名義が確認できるペー 

ジ） 

 

 

【巻末参考】 

・見積書例【別紙１】 

・領収書例【別紙２】 

・請求書例（発注先事業者から自治会へ）【別紙３】 

 



【別紙 1】 
 

見積書の注意事項 

 

 

  

発行日　令和○年○月○日

〒000-0000

住所：○○県○市○町○○－○○

納　　　期：別途相談 TEL：000-000-0000
納品場所：津市○○町○○-○　○○○○様宅 FAX：000-000-0000
見積期限：発行日より３か月間

担当：○○　○○

項目 メーカー・型・寸法等 数量 単価 金額

ごみ集積庫 ○○創業・ZYE250 2台 78,000 156,000

幅1800ｍｍ×奥行700ｍｍ
×高さ1200ｍｍ

スチール杭 H1200 8本 1,000 8,000

施工費 2台 10,000 20,000

小計 184,000

消費税 18,400

税込合計 ¥202,400

下記の通り、お見積申し上げます。

金額 ¥202,400 （税込）

御見積書

株式会社●●
●●自治会　　御中

件　　　名：ごみ集積庫設置工事

印

【宛名】 

申請した自治会名が書か

れていること 

【日付】 

発行年月日が書かれてい

ること 

【見積期限】 

申請日時点で有効な

期限であること 

【内訳】 

内訳が明確に書かれてい

ること 

※「工事一式」は不可 

【発行者】 

社印又は代表者印が押し

てあること 



【別紙 2】 

 

 

領収書の注意事項 

（設置工事を伴う場合） 

  【宛名】 

申請した自治会名が書かれて

いること 

【領収金額】 

見積書と同額が書かれて

いること 

【日付】 

領収年月日が書かれて

いること 

【但し書き】 

見積書の件に対する領収で

あることが分かるように書

かれていること 

※未記入の場合、内訳の明

記されている請求書も提出

すること【別紙３参照】 

】 

【発行者】 

見積書と同じ事業者が発行

していて、社印または代表者

印が押してあること 

【収入印紙】 

印紙税法に基づいた収入印紙貼付され、消印

（割印）が押してあること 

※非課税および申告納付等の場合を除く 



【別紙３】 

 

 

請求書の注意事項 

 

 

 

発行日　令和○年○月○○日

〒000-0000

住所：○○県○市○町○○－○○

TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

担当：○○　○○

項目 メーカー・型・寸法等 数量 単価 金額

ごみ集積庫 ○○創業・ZYE250 2台 78,000 156,000

幅1800ｍｍ×奥行700ｍｍ
×高さ1200ｍｍ

スチール杭 H1200 8本 1,000 8,000

施工費 2台 10,000 20,000

小計 184,000

消費税 18,400

税込合計 ¥202,400

納 品 日：令和○年○月○日

請求書

株式会社●●
●●自治会　　御中

件　　 名：ごみ集積庫設置工事

お振込先

○○銀行　本店　普通　123456　カ）●●

下記の通り、ご請求申し上げます。

金額 ¥202,400 （税込）

印

【宛名】 

申請した自治会名が書か

れていること 

【日付】 

発行年月日が書かれてい

ること 

【内訳】 

見積書と同じ内訳が明確に書

かれていること 

【発行者】 

見積書と同じ事業者が発行していて、

社印又は代表者印が押してあること 

【請求金額】 

見積書と同額が書かれ

ていること 


